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Ⅰ
�
は
じ
め
に

　　

企
業
は
毎
年
数
多
く
の
製
品
を
発
売
し
て
い
る
。
民
間
企
業
で
あ
る
限
り
、
製
品
の
売
れ
行
き
が
そ
の
会
社
の
経
営
を
左
右
す
る
。

そ
の
た
め
、
企
業
は
自
社
の
製
品
を
消
費
者
に
購
入
し
て
も
ら
う
た
め
、
多
額
の
費
用
を
投
じ
て
商
品
を
宣
伝
す
る
。
そ
の
方
法
は

様
々
で
あ
り
、
新
聞
・
テ
レ
ビ
等
、
マ
ス
コ
ミ
を
利
用
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
行
う
場
合
も
あ
る
。
自
社
の
製
品

が
い
か
に
優
れ
て
い
る
か
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、
消
費
者
の
購
買
意
欲
を
そ
そ
る
の
で
あ
る
。
消
費
者
側
も
、
こ
の
よ
う
な
広
告
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に
基
づ
い
て
他
社
の
製
品
と
比
較
検
討
し
、
商
品
を
購
入
す
る
。
し
か
し
、
消
費
者
に
購
入
し
て
も
ら
い
が
た
め
、
企
業
が
虚
偽
情
報

を
流
し
た
り
、
不
利
な
情
報
を
知
ら
せ
な
い
場
合
、
消
費
者
は
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
通
常
、
消
費
者

は
企
業
の
発
す
る
表
示
や
広
告
に
よ
っ
て
し
か
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
当
表
示
を
規
制
し
な
け

れ
ば
、
企
業
は
労
力
と
資
金
を
新
製
品
開
発
で
は
な
く
う
そ
の
広
告
費
に
だ
け
投
入
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
や
が
て
企
業
努
力
の

低
下
に
よ
る
日
本
経
済
の
活
性
化
の
低
下
に
い
た
る
。
そ
れ
は
、
ひ
い
て
は
、
消
費
者
の
不
利
益
へ
と
つ
な
が
る
。

　

こ
こ
数
年
の
規
制
緩
和
の
流
れ
か
ら
、
国
家
が
企
業
の
経
済
活
動
に
対
し
て
介
入
を
控
え
る
よ
う
に
な
っ
た
反
面
、
消
費
者
の
側
も

自
ら
情
報
を
収
集
・
分
析
し
、
積
極
的
に
経
済
活
動
に
関
与
し
て
い
く
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
消
費
者
も
、
一
方
的
に
保
護
さ
れ

る
存
在
か
ら
、
自
ら
主
体
的
に
活
動
し
、
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
自
己
責
任

で
あ
る
。
し
か
し
、
消
費
者
と
企
業
と
の
間
に
は
、
資
金
・
情
報
量
・
交
渉
力
等
、
あ
ま
り
に
も
格
差
が
大
き
い
。
こ
の
両
者
の
ア
ン

バ
ラ
ン
ス
を
解
消
し
な
い
で
、
私
的
自
治
の
原
則
の
名
の
も
と
、
消
費
者
の
被
害
に
対
し
て
国
家
が
何
ら
救
済
策
を
取
ら
な
け
れ
ば
、

被
害
は
拡
大
す
る
一
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
、
個
々
の
消
費
者
が
運
動
を
起
こ
す
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
一
人
一

人
の
被
害
が
軽
微
で
あ
っ
た
り
、
両
者
間
に
横
た
わ
る
様
々
な
格
差
を
眼
前
に
す
れ
ば
、
そ
れ
も
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
。
自
己
責
任

の
原
則
が
妥
当
す
る
た
め
に
は
、
両
私
人
間
が
対
等
の
立
場
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
企
業
と
個
人
間
に
あ
て
は
め

た
場
合
、
消
費
者
た
る
一
般
人
に
十
分
か
つ
適
切
な
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
自
己
責
任
だ
け
が
唱
え
ら
れ
、
消
費
者
が
一
方
的
に
不
利
益
を
こ
う
む
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
国

に
よ
る
積
極
的
な
介
入
が
必
要
と
な
る
。
国
は
で
き
る
限
り
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
も
あ
ろ
う
が
、
現
代
の
企
業
・
一
般

消
費
者
間
の
よ
う
な
情
報
格
差
社
会
に
お
い
て
は
、
も
は
や
介
入
を
拒
む
段
階
で
は
な
い
。「
国
家
か
ら
の
自
由
」
か
ら
、
国
家
に
対

し
て
消
費
者
の
権
利
を
主
張
す
る
「
国
家
へ
の
自
由
」
へ
と
時
代
は
変
貌
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
不
当
表
示
を
規
制
し
て
い
る
い
く
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つ
か
の
代
表
的
な
法
律
を
み
て
い
く
。

　

毎
年
年
末
、
そ
の
年
を
漢
字
一
文
字
で
表
す
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
は
「
偽
」
と
い
う
漢
字
が
選
ば
れ
、
年
間
を
通

し
て
企
業
に
よ
る
偽
装
・
不
当
表
示
が
多
数
発
覚
し
た
。
こ
の
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
不
当
表
示
の
被
害
者
と
な
る
、
い
わ
ば
経
済
的

弱
者
で
あ
る
一
般
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
号
の
被
祝
賀
者
で
あ
る
桐
村
先
生
は
大
学
で
人
権
教
育
を
担
当
さ
れ
て

お
り
、
常
日
頃
か
ら
弱
者
の
人
権
保
護
に
心
を
砕
か
れ
て
き
た
。
長
年
に
わ
た
る
先
生
の
弱
者
へ
の
配
慮
と
比
較
す
れ
ば
、
は
な
は
だ

拙
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
経
済
的
弱
者
保
護
を
視
点
に
据
え
た
本
論
文
を
桐
村
先
生
退
職
記
念
号
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　
　
　
　
　
　

Ⅱ
�
独
占
禁
止
法
と
景
品
表
示
法

　　

わ
が
国
は
資
本
主
義
社
会
を
標
榜
し
、
そ
の
経
済
活
動
は
自
由
で
あ
る
。
企
業
同
士
が
競
争
を
続
け
る
こ
と
で
、
各
企
業
は
よ
り
良

質
で
安
価
な
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
供
給
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
一
定
の
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
。
顧
客
獲
得
の
た
め
、
い
か
な
る
手

段
を
用
い
て
も
い
い
と
い
う
の
で
は
、
研
究
開
発
よ
り
も
、
他
社
の
駆
逐
ば
か
り
に
邁
進
し
、「
公
正
且
つ
自
由
な
競
争
」
は
阻
害
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
独
占
禁
止
法
）
は
、
二
条
九
項
三
号
で
顧
客
の
不
当

誘
引
と
い
う
不
公
正
な
取
引
方
法
の
う
ち
、
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
を
禁
止
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
正
取
引
委
員
会
は
「
不
公
正
な
取
引
方
法
」（
一
般
指
定
）
八
項
に
お
い
て
、
ぎ
ま
ん
的
顧
客
誘
引
を
禁
止
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
違
反
行
為
に
対
し
て
、
独
占
禁
止
法
は
比
較
的
慎
重
な
手
続
き
を
と
り
、
ま
た
、
不
公
正
な
取
引
方
法
の
証
明
を
公
正
取

引
委
員
会
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
こ
れ
を
排
除
す
る
命
令
が
即
座
に
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
間
、
不
当
表
示
が

是
正
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
消
費
者
へ
の
被
害
が
拡
大
し
続
け
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
に
迅
速
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

た
め
、
独
占
禁
止
法
を
補
完
す
る
法
律
と
し
て
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
景
品
表
示
法
）
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
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に
よ
り
、
馬
肉
や
鯨
肉
を
牛
肉
と
偽
っ
た
り
、
使
い
捨
て
カ
イ
ロ
の
発
熱
持
続
時
間
を
実
際
よ
り
長
く
表
示
す
る
こ
と
、
商
品
を
ガ
ソ

リ
ン
に
混
入
し
た
り
ラ
ジ
エ
ー
タ
ー
に
入
れ
る
だ
け
で
燃
費
が
向
上
す
る
と
表
示
す
る
こ
と
は
、
景
品
表
示
法
四
条
一
項
一
号
の
「
優

良
誤
認
表
示
」
と
し
て
、
あ
る
会
社
の
携
帯
電
話
を
利
用
す
れ
ば
、
通
話
料
金
や
メ
ー
ル
代
が
全
て
無
料
と
な
る
か
の
よ
う
に
表
示
し

て
い
た
が
、
実
際
無
料
に
な
る
の
は
同
社
の
携
帯
電
話
間
の
み
で
、
し
か
も
特
定
の
契
約
を
結
ん
だ
場
合
の
み
で
あ
る
こ
と
、
銀
行
が

自
社
の
金
融
商
品
の
う
ち
最
も
金
利
の
高
い
も
の
だ
け
を
大
き
く
表
示
す
る
こ
と
は
、
景
品
表
示
法
四
条
一
項
二
号
の
「
有
利
誤
認
表

示
」
と
し
て
、
一
般
消
費
者
に
誤
認
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の
（
現
在
、
次
の
六
つ
が
指
定
さ
れ

て
い
る
。
①
無
果
汁
の
清
涼
飲
料
水
等
に
つ
い
て
の
表
示
、
②
商
品
の
原
産
国
に
関
す
る
不
当
な
表
示
、
③
消
費
者
信
用
の
融
資
費
用

に
関
す
る
不
当
な
表
示
、
④
不
動
産
の
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示
、
⑤
お
と
り
広
告
に
関
す
る
表
示
、
⑥
有
料
老
人
ホ
ー
ム
等
に
関

す
る
不
当
な
表
示
）
は
景
品
表
示
法
四
条
一
項
三
号
の
「
そ
の
他
の
不
当
表
示
」
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る

不
当
表
示
が
規
制
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
企
業
は
自
社
製
品
の
購
入
・
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
広

告
・
表
示
に
際
し
て
、
あ
る
程
度
の
誇
張
は
仕
方
な
い
面
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
誇
張
・
誇
大
広
告
は
社
会
的
に
許
容
さ
れ
て
い
る
程

度
を
超
え
た
場
合
に
規
制
の
対
象
と
な
る
。
ま
た
、
消
費
者
保
護
が
問
題
で
あ
る
た
め
、
こ
の
不
当
表
示
に
際
し
て
、
表
示
者
の
故

意
・
過
失
は
不
当
表
示
の
成
立
要
件
で
は
な
い
。
で
は
、
そ
も
そ
も
、
表
示
と
は
何
か
。
こ
れ
に
関
し
て
景
品
表
示
法
二
条
二
項
は
抽

象
的
に
し
か
規
定
し
て
お
ら
ず
、
具
体
的
に
は
公
正
取
引
委
員
会
の
指 
定 
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
商
品
自
体
や
広
告
な
ど
、
広
い
意
味

（
１
）

で
の
表
示
を
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
指
定
が
な
い
限
り
、
社
会
通
念
上
不
当
な
表
示
と
み
ら
れ
る
行
為
で
も
、
規
制

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
従
来
、
表
示
通
り
の
効
果
が
な
い
こ
と
を
公
正
取
引
委
員
会
が
多
く
の
時
間
と
労
力
を
費
や
し
て
証
明
し
て
き
た
た
め
、
立

証
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
も
被
害
が
拡
大
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
二
〇
〇
三
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
景
品
表
示
法
四
条
一
項
一
号
の
優
良
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誤
認
表
示
が
疑
わ
れ
る
場
合
、
公
正
取
引
委
員
会
は
、
表
示
を
し
た
事
業
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
表
示
の
裏
付
け
と
な
る

合
理
的
な
根
拠
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
に
同
法
四
条
二
項
が
新
設
さ
れ
た
。
合
理
的
な
根
拠
と
は
、「
不
当

景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
四
条
第
二
項
の
運
用
指
針
―
不
実
証
広
告
規
制
に
関
す
る
指
針
―
」
に
よ
れ
ば
、
①
提
出
資
料
が
客

観
的
に
実
証
さ
れ
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
表
示
さ
れ
た
効
果
、
性
能
と
提
出
資
料
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
内
容
が
適
切
に
対

応
し
て
い
る
こ
と
の
二
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
あ
り
、
事
業
者
が
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
証
明
責
任
の
転
換

が
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、
独
占
禁
止
法
や
後
に
述
べ
る
不
正
競
争
防
止
法
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
本
法
が
「
迅
速
か
つ

機
動
的
に
不
当
表
示
を
是
正
す
る
こ
と
が
で
き 
る 
」
最
大
の
理
由
で
あ
る
。

（
２
）

　

景
品
表
示
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
特
徴
と
し
て
、
一
般
指
定
八
項
が
一
般
消
費
者
だ
け
で
な
く
事
業
者
（
例
え
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
な
ど

の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
商
品
の
供
給
条
件
や
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
額
等
に
関
す
る
不
当
表
示
に
基
づ
い
て
加
盟
を
希
望

し
た
者
）
を
も
含
む
「
顧
客
」
を
保
護
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
景
品
表
示
法
は
「
一
般
消
費
者
」
の
み
を
対
象
と
し
、
保
護

範
囲
を
限
定
す
る
代
わ
り
に
、
迅
速
で
機
動
的
な
対
応
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
般
消
費
者
は
二
重
に
保
護
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
景
品
表
示
法
は
独
占
禁
止
法
の
補
完
法
と
い
う
こ
と
か
ら
、
一
般
消
費
者
保
護
と
し
て
は
景
品
表
示
法
が
主
に
適
用
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

不
当
表
示
が
行
わ
れ
た
場
合
、
審
決
の
結
果
、
独
占
禁
止
法
違
反
と
し
て
は
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
「
排
除
措
置
命
令
」
が
（
二

〇
条
一
項
）、
調
査
の
結
果
、
景
品
表
示
法
違
反
と
し
て
は
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
「
排
除
命
令
」
が
下
さ
れ
る
（
六
条
一
項
）。
ま

た
、
調
査
の
結
果
、
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
実
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
「
警
告
」
が
、
違
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
具
体
的
な
事

実
を
認
定
す
る
に
至
ら
な
い
が
、
景
品
表
示
法
違
反
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
同
法
の
遵
守
に
つ
い
て
事
業
者
の
注
意
を
喚

起
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
「
注
意
」
が
行
わ
れ 
る 
。
不
公
正
な
取
引
に
よ
る
独
占
禁
止
法
違
反
や
景
品
表
示
法
違
反
の
場
合
、
ま

（
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）
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ず
公
正
取
引
委
員
会
に
よ
る
命
令
が
下
さ
れ
、
そ
れ
が
確
定
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
企
業
が
そ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
、
排
除
措
置
命
令

違
反
と
し
て
二
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
三
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
さ
れ
る
（
独
占
禁
止
法
九
〇
条
三
号
、
景
品
表
示
法
六
条
三

 
項 
）。
違
反
行
為
に
対
し
て
直
ち
に
刑
罰
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
お
い
て
お
り
、
い
わ
ば
二
段
階
構
成
を
と
っ

（
４
）

て
い
る
。
な
ぜ
、
不
当
表
示
に
対
し
て
刑
罰
が
直
ち
に
適
用
さ
れ
な
い
の
か
に
関
し
て
、
①
不
公
正
な
取
引
方
法
に
つ
い
て
は
、
私
的

独
占
や
カ
ル
テ
ル
ほ
ど
の
悪
性
が
な
い
、
②
規
制
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
り
、
罪
刑
法
定
主
義
上
問
題
で
あ
る
、
③
不
公
正
な
取
引
方

法
の
元
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
ク
レ
イ
ト
ン
法
及
び
連
邦
取
引
委
員
会
法
に
刑
罰
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
、
④
不
公
正
な
取
引
方
法
は

そ
の
時
々
の
経
済
環
境
等
を
総
合
勘
案
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
構
成
要
件
を
法
律
で
規
定
す
る
よ
り
公
正
取
引
委
員
会

の
指
定
に
委
ね
た
方
が
適
当
で
あ
る
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い 
る 
。
一
方
、
不
当
表
示
に
対
し
て
最
初
か
ら
刑
罰
を
科
す
こ
と
を

（
５
）

予
定
し
て
い
る
法
律
も
存
在
し
て
い
る
。
不
正
競
争
防
止
法
で
あ
る
。
次
に
こ
の
法
律
を
み
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　

Ⅲ
�
不
正
競
争
防
止
法

　　

不
正
競
争
防
止
法
の
目
的
は
、「
①
不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
ま
た
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に

対
し
、
不
正
競
争
の
停
止
・
予
防
請
求
権
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
り
不
正
競
争
の
防
止
を
図
る
と
と
も
に
、
②
そ
の
営
業
上
の
利
益
を

侵
害
さ
れ
た
者
の
損
害
賠
償
請
求
、
差
止
請
求
、
刑
事
罰
等
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
③
事
業
者
間
の
公
正
な
競
争
を
確
保
し
よ

う
と
す 
る 
」
こ
と
で
あ
る
。
独
占
禁
止
法
や
景
品
表
示
法
が
商
品
・
役
務
の
品
質
・
内
容
の
ほ
か
価
格
そ
の
他
の
取
引
条
件
に
か
か
る

（
６
）

誤
認
表
示
を
規
制
対
象
と
し
、「
公
正
且
つ
自
由
な
競
争
」
の
促
進
を
直
接
の
目
的
と
し
、
最
終
的
に
は
一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
不
正
競
争
防
止
法
の
目
的
は
、
商
品
・
役
務
の
品
質
・
内
容
に
か
か
る
誤
認
表
示
を
規
制
対

象
と
し
、「
事
業
者
間
の
公
正
な
競
争
」
と
「
こ
れ
に
関
す
る
国
際
的
約
束
の
的
確
な
実
施
を
確
保
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
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不
正
競
争
防
止
法
は
、
事
業
者
の
営
業
上
の
利
益
と
い
う
私
益
と
公
正
な
競
争
秩
序
と
い
う
公
益
を
保
護
法
益
と
す
る
う
え
、
独
占
禁

止
法
や
景
品
表
示
法
と
は
異
な
り
、
消
費
者
や
消
費
者
団
体
に
訴
権
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
斉
藤
教
授
は
本
法
の
法
益
と
し
て
、

他
の
営
業
者
の
利
益
、
公
正
な
自
由
競
争
秩
序
、
一
般
消
費
者
な
い
し
顧
客
個
人
の
利
益
と
い
う
三
つ
を
重
畳
的
に
捉
え
ら
れ
て
お 
り 
、

（
７
）

ま
た
、
浅
田
教
授
は
公
衆
（
一
般
消
費
者
）
の
利
益
が
主
た
る
法
益
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い 
る 
。
し
か
し
、
消
費
者
保
護
が
叫
ば
れ
る

（
８
）

中
、
一
九
九
三
年
の
改
正
に
際
し
て
も
、
法
の
目
的
を
変
更
し
て
ま
で
消
費
者
や
消
費
者
団
体
に
訴
権
を
付
与
す
る
必
要
は
な
い
と
さ

れ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
消
費
者
保
護
を
前
面
に
打
ち
立
て
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
法
は
独
占
禁

止
法
や
景
品
表
示
法
の
よ
う
に
条
文
に
消
費
者
保
護
を
う
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
不
正
な
競
争
は
公
正
な
取
引
を
行
っ
て
い

る
事
業
者
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
一
般
消
費
者
の
不
利
益
へ
と
つ
な
が
る
。
従
っ
て
、
不
正
競
争
防
止
法
も
、

直
接
的
で
は
な
い
が
、
究
極
的
に
は
消
費
者
保
護
を
目
的
と
す
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
他
の
相
違
点
と
し
て
、
所
管
機
関
は
、
独
占
禁
止
法
及
び
景
品
表
示
法
の
場
合
、
公
正
取
引
委
員
会
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
不

正
競
争
防
止
法
の
場
合
、
経
済
産
業
省
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
両
者
の
目
的
も
異
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、

原
産
地
を
誤
認
さ
せ
る
表
示
が
行
わ
れ
た
場
合
、
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
一
三
号
の
品
質
等
誤
認
惹
起
行
為
と
し
て
処
罰
の
対
象

に
な
る
と
同
時
に
、
原
産
地
等
偽
装
表
示
行
為
は
消
費
者
か
ら
適
正
な
商
品
選
択
権
を
奪
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
独
占
禁
止
法
や
景
品

表
示
法
に
よ
っ
て
も
規
制
さ
れ
る
。

　

で
は
、
不
正
競
争
防
止
法
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
規
制
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
自
己
の
商
品
等
を
他
人
の
商

品
等
と
混
同
さ
せ
る
「
商
品
等
表
示
混
同
惹
起
行
為
」
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
二
条
一
項
一
号
）。
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
他
人
の
商

品
等
表
示
と
し
て
需
要
者
間
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
ま
た
は
類
似
の
表
示
を
使
用
し
て
、
他
人
の
商
品
ま
た
は
営
業
と
混

同
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。
現
実
に
混
同
が
生
じ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
混
同
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
れ
ば
足
り 
る 
。
例
え
ば
、

（
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既
に
発
売
さ
れ
て
い
る
商
品
の
名
称
・
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
類
似
の
商
品
を
別
の
会
社
が
発
売
す
る
、
関
東
系
私
鉄
の
略
称
を
芸
名
に
使
用

す
る
な
ど
の
場
合
で
あ
る
。

　

ま
た
、
自
己
の
商
品
等
表
示
と
し
て
他
人
の
著
名
な
商
品
等
表
示
と
同
一
も
し
く
は
類
似
の
も
の
を
使
用
す
る
な
ど
の
「
著
名
表
示

冒
用
行
為
」
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
二
条
一
項
二
号
）。
他
人
の
ブ
ラ
ン
ド
を
冒
用
す
る
行
為
は
一
号
で
も
規
制
さ
れ
て
い
る
が
、
商

品
や
営
業
の
種
類
が
異
な
る
た
め
混
同
が
生
じ
な
い
場
合
、
一
号
で
は
捕
捉
で
き
な
い
。
本
号
の
冒
用
行
為
は
混
同
が
生
じ
た
か
否
か

を
問
わ
な
い
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
不
正
行
為
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
多
大
の
資
金
と
労
力
を
投
下
し
て
得
た
商
標
と

商
品
の
連
動
性
に
つ
い
て
唯
一
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
正
当
な
利
益
を
有
し
、
そ
の
唯
一
性
に
基
礎
を
お
く
広
告
力
が
侵
害
さ
れ
る
よ

う
な
全
て
の
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
に
正
当
な
利
益
を
有
す
る
」
著
名
商
標
の
所
有
者
の
「
あ
る
獲
得
さ
れ
た
地
位
を
侵
害
か
ら
保
護
」

す
る
た
め
に
本
号
は
規
定
さ
れ
た
。
具
体
的
な
冒
用
行
為
と
し
て
、
①
有
名
ブ
ラ
ン
ド
「
シ
ャ
ネ
ル
」
と
い
う
表
示
を
勝
手
に
ホ
テ
ル

や
ス
ナ
ッ
ク
の
名
前
に
使
用
す
る
よ
う
な
、
第
三
者
が
そ
の
著
名
な
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
に
た
だ
乗
り
す
る
行
為
（
フ
リ
ー
ラ
イ
�
）、

②
「
マ
ク
セ
ル
」
の
名
前
が
化
粧
品
等
輸
入
業
者
に
無
断
で
使
用
さ
れ
た
よ
う
な
、
表
示
が
顧
客
吸
引
力
を
有
し
て
い
る
よ
う
な
場
合

に
、
他
者
が
そ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
示
の
イ
メ
ー
ジ
が
拡
散
さ
せ
ら
れ
、
価
値
が
毀
損
さ
れ
る
行
為
（
ダ
イ
リ
ュ
ー
シ
ョ

�
）、
③
「
デ
ィ
ズ
ニ
ー
」
を
ポ
ル
ノ
シ
ョ
ッ
プ
名
に
使
用
す
る
よ
う
な
、
良
質
感
を
汚
染
す
る
行
為
（
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
�
）
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
商
品
等
に
そ
の
商
品
等
の
原
産
地
、
品
質
、
内
容
、
製
造
方
法
、
用
途
も
し
く
は
数
量
に
つ
い
て
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な

表
示
を
す
る
な
ど
の
行
為
も
規
制
対
象
と
な
る
。
例
え
ば
、
日
本
製
の
洋
服
生
地
を
英
国
製
と
表
示
す
る
「
原
産
地
誤
認
惹
起
行
為
」

や
、
み
り
ん
で
は
な
い
調
味
料
に
あ
た
か
も
「
本
み
り
ん
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
示
す
る
「
品
質
等
誤
認
惹
起
行
為
」
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
誤
認
を
惹
起
す
る
表
示
に
よ
っ
て
、
適
正
な
表
示
で
取
引
を
行
う
事
業
者
よ
り
競
争
上
優
位
に
立
ち
、

そ
の
顧
客
を
奪
い
、
公
正
な
競
争
秩
序
を
阻
害
す
る
た
め
、
不
正
競
争
行
為
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（　

）
10ド

（　

）
11ン

（　

）
12ン
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公
正
な
競
争
秩
序
の
維
持
と
い
う
点
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
法
律
全
て
に
共
通
し
て
い
る
が
、
不
正
競
争
防
止
法
と
独
占

禁
止
法
・
景
品
表
示
法
は
規
制
方
法
が
異
な
る
た
め
、
両
者
は
排
他
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
同
一
行
為
が
両
者
の
構
成
要
件
を
充

足
す
る
場
合
、
両
法
が
重
複
し
て
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
不
正
競
争
防
止
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
行
為
に
対
し
て
は
、
独
占
禁

止
法
や
景
品
表
示
法
と
は
異
な
り
、
五
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
（
お
よ
び
）
五
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
（
二
一
条
二
項

一
号
・
二
号
）、
法
人
も
処
罰
さ
れ
る
（
二
二
条
）。
商
品
等
表
示
混
同
惹
起
行
為
や
原
産
地
・
品
質
等
誤
認
惹
起
行
為
は
、
特
に
、
消

費
者
に
誤
認
混
同
の
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
な
ど
公
益
侵
害
が
著
し
く
、
民
事
法
上
の
措
置
の
み
で
は
損
害
回
復
が
不
十
分
で
あ
る
た

め
、
刑
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
�
。
し
か
し
、
不
正
競
争
行
為
を
行
っ
た
だ
け
で
処
罰
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
商
品
等
表
示
混
同
惹

起
行
為
の
場
合
、「
不
正
の
目
的
」
を
も
っ
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一
条
二
項
一
号
）。
例
え
ば
、
粗
悪
な
国
産
洋
服

生
地
に
英
国
製
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
文
字
・
図
案
を
表
示
し
て
販
売
し
た
事
�
や
、
食
肉
販
売
に
際
し
て
、
需
要
者
間
に
広

く
認
識
さ
れ
て
い
る
組
合
名
が
表
示
さ
れ
た
ポ
リ
袋
お
よ
び
段
ボ
ー
ル
箱
に
被
告
会
社
が
生
産
加
工
処
理
し
た
も
の
で
は
な
い
食
肉
を

詰
め
込
ん
だ
事
�
な
ど
が
あ
る
。

　

著
名
表
示
冒
用
行
為
の
場
合
、
行
為
の
ほ
か
に
、「
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
」
ま
た
は
「
信
用
若
し
く
は
名
声
を
害
す
る
目
的
」

が
必
要
で
あ
る
（
二
一
条
二
項
二
号
）。
本
号
は
、
一
号
と
異
な
り
、「
混
同
」
要
件
を
必
要
と
し
な
い
た
め
、
処
罰
範
囲
が
広
が
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
号
は
、
一
号
と
比
較
し
て
、
よ
り
悪
質
な
目
的
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
�
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
原
産
地
・
品
質
等
誤
認
惹
起
行
為
の
場
合
、「
不
正
の
目
的
を
も
っ
て
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
」
を
行
っ
た
場

合
ば
か
り
で
な
く
（
二
一
条
二
項
一
号
）、
不
正
の
目
的
は
な
く
て
も
、「
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
虚
偽
の
表
示
」
を
し
た
場
合
も
処
罰
さ

れ
る
（
二
一
条
二
項
四
号
）。
例
え
ば
、
前
者
の
例
と
し
て
、
近
年
の
一
連
の
食
品
偽
装
事
件
か
ら
、
外
国
産
の
輸
入
冷
凍
鶏
肉
を
国

産
生
鮮
鶏
肉
と
表
示
し
て
販
売
し
た
事
�
や
、
牛
肉
に
豚
肉
・
鶏
肉
・
羊
肉
ま
た
は
鴨
肉
等
の
牛
肉
以
外
の
畜
肉
を
加
え
る
な
ど
し
て
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製
造
し
た
挽
肉
お
よ
び
カ
ッ
ト
肉
を
、
牛
肉
の
み
を
原
料
と
す
る
挽
肉
等
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
記
し
、
商
品
の
品
質
お
よ
び
内
容
に

つ
い
て
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
表
示
を
し
た
う
え
で
業
者
に
引
き
渡
し
た
事
�
が
あ
る
。
一
方
、
後
者
の
例
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
で
加
工

さ
れ
た
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
「
宣
伝
即
売
当
日
限
り
（
全
商
品
市
価
の
約
半
額
）」「
原
石
ベ
ル
ギ
ー
直
輸
入
」
の
大
見
出
し
を
掲
げ
て
販

売
し
た
が
、
実
際
に
は
市
価
相
当
額
で
あ
り
、
直
輸
入
で
も
な
か
っ
た
事
�
や
、
加
工
乳
の
紙
パ
ッ
ク
に
「
成
分
無
調
整
」
と
虚
偽
の

表
示
を
し
た
事
�
な
ど
が
あ
る
。
本
号
違
反
と
し
て
刑
事
罰
を
科
さ
れ
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

　
　
　
　
　
　

Ⅳ
�
詐
欺
罪
の
適
用
可
能
性

　　

一
般
消
費
者
の
誤
解
を
招
く
よ
う
な
表
示
・
広
告
が
な
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
規
律
す
る
法
律
は
上
記
の
も
の
に
限
ら
れ
な
い
。
例

え
ば
、
食
料
品
に
関
し
て
は
食
品
衛
生
法
、
医
薬
品
に
関
し
て
は
薬
事
法
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
固
有
の
法
律
が
存
在
す
る
。
不

当
表
示
に
対
す
る
一
般
的
な
規
定
と
し
て
景
品
表
示
法
が
存
在
す
る
一
方
、
固
有
の
分
野
に
対
し
て
は
そ
の
固
有
の
法
律
に
よ
っ
て
も

規
制
の
対
象
と
な
る
。
景
品
表
示
法
と
薬
事
法
等
そ
の
他
の
固
有
の
法
律
と
は
目
的
が
異
な
る
た
め
、
両
者
は
重
複
し
て
適
用
さ
れ
る
。

ま
た
、
規
制
対
象
の
相
違
か
ら
、
一
般
的
法
律
間
に
お
い
て
も
、
ど
れ
か
一
つ
だ
け
適
用
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

先
述
の
よ
う
に
、
原
産
地
を
偽
っ
た
表
示
の
場
合
、
景
品
表
示
法
ば
か
り
で
な
く
、
不
正
競
争
防
止
法
の
対
象
と
も
な
る
。

　

近
年
の
消
費
者
運
動
の
高
ま
り
か
ら
、
偽
装
表
示
を
し
た
会
社
が
倒
産
し
た
り
、
事
業
を
縮
小
す
る
な
ど
、
企
業
の
不
当
表
示
・
広

告
に
対
し
て
国
民
は
厳
し
い
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
も
、
偽
装
は
い
ま
だ
に
な
く
な

ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
多
種
多
様
で
あ
る
た
め
、
一
概
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、「
自
分
の
会
社
だ
け
は
大
丈
夫
」
と
い
う
根

拠
の
な
い
楽
観
論
が
企
業
を
支
配
し
て
い
た
り
、
上
司
の
命
令
や
会
社
の
利
益
の
た
め
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
と
り
あ
え
ず
表
示
さ
え
し
て
お
け
ば
い
い
と
い
う
企
業
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
格
安
を
謳
っ
て
お
き
な
が
ら
、
欄
外
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に
し
か
も
小
さ
な
文
字
で
、
そ
の
利
益
を
享
受
で
き
る
の
は
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
者
と
書
い
て
あ
っ
た
り
、
一
瞬
し
か
そ
の
条
件

を
テ
レ
ビ
画
面
で
表
示
し
な
い
た
め
、
と
て
も
条
件
を
読
み
き
れ
な
い
な
ど
、
ま
だ
ま
だ
一
般
消
費
者
の
利
益
を
考
慮
し
て
い
る
と
は

い
い
が
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
全
て
の
情
報
が
適
切
に
消
費
者
に
提
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
全
て
の
者
が
理
性
的
・
合
理
的
に
判
断
を
下

せ
る
わ
け
で
は
な
�
。
不
当
表
示
の
例
で
は
な
い
が
、
繰
り
返
し
マ
ス
コ
ミ
等
で
「
振
り
込
め
詐
欺
」
が
報
道
さ
れ
、
被
害
に
あ
わ
な

い
よ
う
注
意
が
促
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
国
民
は
詐
欺
の
手
口
を
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
、
被
害
は
後
を

絶
た
な
い
。
情
報
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
と
分
析
す
る
能
力
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
し
て
刑

法
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
に
対
し
て
念
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
詐
欺
罪
の
適
用
で
あ
る
。
詐
欺
罪
と
は
、
人
を
欺
い
て
財
物
を
交
付
さ
せ
た
り
、
財
産
上

不
法
の
利
益
を
得
ま
た
は
他
人
に
得
さ
せ
る
犯
罪
で
あ
る
。
全
て
の
欺
く
行
為
が
「
詐
欺
（
欺
罔
）
行
為
」
と
な
る
の
で
は
な
く
、
相

手
方
を
錯
誤
に
陥
ら
せ
、
財
産
を
処
分
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
定
義
に
よ
る
と
、
賞
味
期
限
を
改
ざ
ん
し

た
り
産
地
を
偽
っ
た
商
品
を
企
業
が
販
売
し
、
消
費
者
が
こ
の
偽
装
表
示
を
信
じ
て
当
該
商
品
を
購
入
し
た
場
合
、
企
業
は
詐
欺
行
為

を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
詐
欺
行
為
と
は
、
取
引
の
性
質
・
目
的
・
態
様
等
を
総
合
的
に
判
断
し
、
社
会

的
に
不
相
当
な
程
度
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
一
般
に
、
単
な
る
原
産
地
偽
装
な
ど
は
詐
欺
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
�
。
馬
肉
や
鯨
肉
を
牛
肉
と
表
示
し
て
販
売
し
、
景
品
表
示
法
成
立
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
に
せ
牛
缶
事
件
」
に
お
い
て
も
、

当
初
詐
欺
罪
の
適
用
が
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
東
京
地
検
は
、「
業
者
の
犯
意
、
販
売
の
経
路
、
被
害
者
の
特
定
な
ど
で
調
べ
が
む

ず
か
�
」
か
っ
た
た
め
、
詐
欺
罪
で
の
立
件
を
見
送
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
製
品
の
販
売
価
格
が
本
物
の
牛
缶
よ
り
は
る
か
に
安
く

（
当
時
、
鯨
肉
は
安
か
っ
た
）、
馬
肉
・
鯨
肉
価
格
相
当
で
あ
っ
た
め
、
不
法
領
得
の
意
思
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
う
え
に
、
食
品
を

消
費
し
た
後
で
は
、
購
入
の
証
明
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
全
て
の
不
当
表
示
を
詐
欺
罪
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で
規
制
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
刑
法
は
最
後
の
手
段
で
あ
る
た
め
、
第
一
次
的
に
適
用
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
意
識
は
根
強
い
。

そ
の
た
め
、
新
た
な
立
法
が
必
要
で
あ
る
と
か
、
違
反
行
為
に
対
し
て
即
座
に
対
応
可
能
な
行
政
規
制
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と

に
な
�
。

　

し
か
し
、
表
示
・
宣
伝
等
に
行
き
す
ぎ
が
あ
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て
は
詐
欺
罪
も
成
立
し
う
る
。
こ
こ
で
は
、
不
当
表
示
と
詐
欺
罪

と
の
関
係
に
お
い
て
、
二
つ
の
こ
と
が
問
題
と
な
り
う
る
。
第
一
に
、
い
か
な
る
場
合
に
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
か
で
あ
る
。
従
来
、
詐

欺
行
為
、
相
手
方
の
錯
誤
、
財
産
処
分
行
為
、
財
産
の
移
転
に
よ
っ
て
詐
欺
罪
は
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
悪
徳
商

法
の
積
極
的
処
罰
化
に
伴
う
詐
欺
概
念
の
肥
大
化
に
よ
り
、
新
た
に
財
産
的
損
害
も
詐
欺
罪
成
立
要
件
に
加
え
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
て

い
�
。
し
か
し
、
法
的
安
定
性
と
い
う
点
か
ら
、
条
文
上
に
根
拠
を
も
つ
詐
欺
概
念
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
取
引

上
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
詐
欺
行
為
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
一
般
的
説
明
で
は
、
詐
欺
行
為
の
意
義
が
十
分
解
明
さ
れ

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
こ
で
近
年
、
詐
欺
概
念
に
関
し
て
新
た
な
定
義
づ
け
が
行
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
林
幹
人
教
授
は
、

詐
欺
概
念
は
被
害
法
益
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
詐
欺
罪
被
害
の
実
質
を
被
害
者
の
取
引
目
的
に
反
し
た
財

貨
の
移
転
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
、「
被
害
者
の
取
引
目
的
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
実
」
が
取
引
上
重
要
な
事

実
で
あ
り
、
こ
の
事
実
を
欺
く
こ
と
が
、
詐
欺
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
�
。
不
当
表
示
等
に
よ
っ
て
騙
さ
れ
た
消
費
者
の
側
か
ら
み
れ

ば
、
供
給
者
の
表
示
を
信
じ
て
取
引
に
応
じ
て
い
る
た
め
、
こ
の
対
象
と
な
る
事
実
は
消
費
者
の
購
買
決
定
に
と
っ
て
重
要
な
要
件
で

あ
る
。

　

こ
の
詐
欺
行
為
は
作
為
に
よ
る
明
示
的
方
法
ば
か
り
で
な
く
、
黙
示
的
方
法
や
不
作
為
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
全
て
の

者
が
詐
欺
行
為
者
と
な
り
う
る
作
為
に
よ
る
黙
示
的
方
法
と
、
保
障
人
的
地
位
に
あ
る
者
の
み
が
行
為
者
と
な
る
不
作
為
に
よ
る
方
法

と
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
相
違
は
流
動
的
で
あ
�
。
そ
こ
で
、
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
作
為
・
不
作
為
を
区
別
す
る
こ
と
な
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く
、
被
害
者
に
対
し
て
保
障
人
的
地
位
に
立
つ
者
の
み
が
詐
欺
行
為
を
行
い
う
る
と
主
張
し
、
被
害
者
が
自
ら
の
財
産
の
た
め
に
誤
っ

た
情
報
を
提
供
し
な
い
よ
う
要
求
す
る
権
利
を
有
す
る
と
き
、
詐
欺
行
為
を
肯
定
す
�
。
例
え
ば
、
ヤ
コ
ブ
ス
の
挙
げ
た
事
例
―
購
買

者
が
販
売
者
に
値
引
き
で
き
な
い
か
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
販
売
者
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
も
の
の
、
粘
り
強
く
交
渉
し
て
き
た
な
ら
値
引
き

す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
購
買
者
は
販
売
者
の
言
葉
を
信
じ
、
値
引
き
な
し
の
価
格
で
購
入
し
た
―
に
よ
れ
ば
、

購
買
者
に
財
産
的
損
害
は
存
在
す
る
も
の
の
、
詐
欺
行
為
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
は
、
購
買
者
は
自
ら
の
財
産
を
保
護

す
る
た
め
に
販
売
者
の
考
え
を
打
ち
明
け
さ
せ
る
権
利
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
財
産
の
自
由
処
分
を
保
護
す
る
た
め
の
真
実
が
法
的

に
保
障
さ
れ
て
い
な
い
領
域
で
の
偽
り
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
被
害
者
自
身
ま
た
は
そ
の
他
の
中
間
者
は
誤
っ
た
方

向
に
向
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
被
害
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
の
み
、
欺
罔
は
行
為
手
段
で
あ
�
」。
商
品
購
入
に
際
し

て
、
消
費
者
は
企
業
側
が
提
供
し
た
情
報
か
ら
し
か
判
断
す
る
材
料
を
も
た
な
い
。
そ
の
情
報
が
誤
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
消
費
者
保
護

は
図
れ
な
い
。
消
費
者
側
の
真
実
を
求
め
る
権
利
を
考
慮
し
、
黙
示
の
詐
欺
行
為
と
不
作
為
の
詐
欺
行
為
と
の
流
動
的
な
区
別
を
解
決

し
う
る
こ
の
見
解
は
優
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
消
費
者
保
護
と
無
関
係
な
事
実
に
関
す
る
真
実
へ
の
要
求
ま
で
は
不
要
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
取
引
目
的
と
な
っ
て
い
る
事
実
に
関
す
る
真
実
へ
の
要
求
と
い
う
被
害
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
、
詐
欺
行

為
が
あ
っ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

不
当
表
示
と
詐
欺
罪
に
関
し
て
生
じ
う
る
第
二
の
問
題
点
と
し
て
、
も
し
詐
欺
罪
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
独
占
禁
止
法
等
、
上
記

法
律
と
詐
欺
罪
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
通
説
は
、
独
占
禁
止
法
・
景
品
表
示
法
が
一
般

消
費
者
を
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
刑
法
の
詐
欺
罪
は
特
定
の
顧
客
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
両
者
は
罪
質
を
異
に

し
て
お
り
、
観
念
的
競
合
を
認
め
�
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
例
教
授
は
、
特
定
商
取
引
法
に
お
け
る
重
要
事
項
不
告
知
・
不
実
告
知
罪

と
詐
欺
罪
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
重
要
事
項
不
告
知
・
不
実
告
知
罪
の
保
護
法
益
は
「
消
費
者
の
財
産
処
分
意
思
形
成
の

（　

）
28る

（　

）
29る

（　

）
30る
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自
由
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
究
極
に
お
い
て
は
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
と
共
通
す
る
た
め
、
両
者
は
法
条
競
合
の
関
係
に
あ
る
と
主
張
さ

れ
て
い
�
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
不
正
競
争
防
止
法
や
工
業
標
準
化
法
（
J
I
S
法
）
の
よ
う
に
、
公
正
競
争
確
保
や
安
全
な
製
品
の

供
給
を
直
接
の
目
的
と
し
て
い
る
こ
れ
ら
法
律
も
、
目
的
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
究
極
的
に
は
消
費
者
保
護
が
図
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
よ
り
高
次
の
「
消
費
者
保
護
」
と
い
う
点
で
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
法
条
競
合
を
認
め
る
の
は
、
各
種
特
別
法

の
趣
旨
を
没
却
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
通
説
と
同
様
、
観
念
的
競
合
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
通
常

は
、
特
定
の
顧
客
が
被
害
に
あ
う
前
に
独
占
禁
止
法
等
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
法
律
は
詐
欺
罪
の
い
わ
ば
「
先
行
構
成
要
�
」

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

Ⅴ
�
お
わ
り
に

　　

食
料
品
に
対
す
る
不
当
表
示
が
行
わ
れ
た
場
合
、
食
品
衛
生
法
や
不
正
競
争
防
止
法
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
に
違
反
す
る
こ
と
と
な

る
。
一
見
す
る
と
、
消
費
者
は
多
く
の
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
食
品
衛
生
法
違
反
と
し
て
は

厚
生
労
働
省
、
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
違
反
と
し
て
は
農
林
水
産
省
、
不
正
競
争
防
止
法
違
反
と
し
て
は
経
済
産
業
省
、
独
占
禁
止
法
・
景
品
表
示

法
違
反
と
し
て
は
公
正
取
引
委
員
会
が
事
件
を
管
轄
し
て
お
り
、
自
分
達
の
組
織
だ
け
で
事
件
に
対
処
す
る
か
、
関
係
な
い
事
件
と
判

断
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
な
ど
、
他
の
役
所
と
の
連
携
を
取
ら
す
、
迅
速
な
対
応
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
問
題
が
発
生
し
た

と
き
、
対
応
が
後
手
後
手
に
回
る
。
元
々
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
大
部
分
は
業
界
の
保
護
育
成
を
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
消
費
者
保
護

は
二
の
次
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
わ
が
国
は
産
業
が
十
分
発
達
し
て
お
り
、
産
業
界
保
護
か
ら
消
費
者
保
護
へ
と
軸
足
を

転
換
す
べ
き
と
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
政
府
や
日
弁
連
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
消
費
者
行
政
を
一
元
化
し
た
新
た
な
役
所

を
創
設
し
、
そ
こ
に
事
業
者
に
対
す
る
監
督
権
限
等
を
集
中
さ
せ
た
り
、
不
当
な
表
示
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
没
収
す
る
こ
と
も
一
つ

（　

）
31る
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の
有
効
な
方
策
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
消
費
者
側
も
全
て
を
他
人
任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
情
報
収
集
等
、
自
ら
主
体
的
に
行
動

し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
） 
「
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
景
品
類
及
び
表
示
を
指
定
す
る
件
」
に
よ
れ
ば
、
①
商
品
、
容
器
又
は
包
装
に

よ
る
広
告
そ
の
他
の
表
示
及
び
こ
れ
ら
に
添
付
し
た
物
に
よ
る
広
告
そ
の
他
の
表
示
、
②
見
本
、
チ
ラ
シ
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
説
明
書
面
そ
の

他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
物
に
よ
る
広
告
そ
の
他
の
表
示
（
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
等
に
よ
る
も
の
を
含
む
）
及
び
口
頭
に
よ
る

広
告
そ
の
他
の
表
示
（
電
話
に
よ
る
も
の
を
含
む
）、
③
ポ
ス
タ
ー
、
看
板
（
プ
ラ
カ
ー
ド
及
び
建
物
又
は
電
車
、
自
動
車
等
に
記
載
さ
れ
た
も

の
を
含
む
）、
ネ
オ
ン
・
サ
イ
ン
、
ア
ド
バ
ル
ー
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
物
に
よ
る
広
告
及
び
陳
列
物
又
は
実
演
に
よ
る
広
告
、
④
新
聞

紙
、
雑
誌
そ
の
他
の
出
版
物
、
放
送
（
有
線
電
気
通
信
設
備
又
は
拡
声
器
に
よ
る
放
送
を
含
む
）、
映
写
、
演
劇
又
は
電
光
に
よ
る
広
告
、
⑤
情

報
処
理
の
用
に
供
す
る
機
器
に
よ
る
広
告
そ
の
他
の
表
示
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
パ
ソ
コ
ン
通
信
等
に
よ
る
も
の
を
含
む
）
が
指
定
さ
れ
て
い

る
。

（
2
） 

諏
訪
園
貞
明
『
知
ら
な
か
っ
た
で
は
済
ま
な
い
改
正
独
禁
法
』（
二
〇
〇
五
年
）
九
八
頁
。

（
3
） 

平
成
一
八
年
度
に
お
け
る
不
当
表
示
へ
の
排
除
命
令
は
三
二
件
、
警
告
は
七
件
、
注
意
は
五
九
六
件
で
あ
り
、
景
品
関
係
に
お
け
る
排
除
命

令
が
〇
件
、
警
告
が
〇
件
、
注
意
が
五
四
件
で
あ
る
（「
公
正
取
引
委
員
会
年
次
報
告　

平
成
一
九
年
版
」
二
七
一
頁
）。
近
年
の
規
制
緩
和
の

流
れ
か
ら
、
景
品
表
示
法
の
重
点
は
景
品
類
か
ら
不
当
表
示
に
移
っ
て
い
る
。

（
4
） 

二
年
間
に
渡
っ
て
独
占
禁
止
法
の
改
正
を
検
討
し
て
き
た
「
内
閣
府
独
占
禁
止
法
基
本
問
題
懇
談
会
」
は
、
そ
の
報
告
書
の
中
で
、
不
公
正

な
取
引
方
法
、
特
に
、
ぎ
ま
ん
的
顧
客
誘
引
に
対
し
て
も
違
反
金
を
課
す
べ
き
か
否
か
賛
否
両
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
（「〔
資
料
〕

独
占
禁
止
法
基
本
問
題
懇
談
会
報
告
書
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
二
号
一
一
七
頁
）。

　
 

な
お
、
二
〇
〇
七
年
、
食
肉
偽
装
等
の
不
当
表
示
事
件
が
横
行
し
、
排
除
命
令
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
と
の
判
断
か
ら
、
公
正
取
引
委
員
会

は
、
不
当
表
示
を
施
し
た
商
品
の
売
り
上
げ
が
一
億
円
以
上
で
、
事
業
者
が
違
法
性
を
認
識
し
て
い
た
場
合
、
売
り
上
げ
の
三
％
を
課
徴
金
と

し
て
課
す
独
占
禁
止
法
改
正
案
を
二
〇
〇
八
年
の
国
会
に
提
出
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
5
） 

山
部
俊
文
「
第
一
一
章
独
占
禁
止
法
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト　

第
四
節
刑
事
罰
」（
金
井
貴
嗣
・
川
濱
昇
・
泉
水
文
雄
編
著
）『
独
占
禁
止
法

〔
第
二
版
〕』（
二
〇
〇
六
年
）
五
〇
二
頁
、
糸
田
省
吾
『
事
例
独
占
禁
止
法
〔
新
版
〕』（
一
九
九
五
年
）
三
三
〇
頁
参
照
。
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（
6
） 

青
山
紘
一
『
不
正
競
争
防
止
法
﹇
第
四
版
﹈』（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
頁
参
照
。

（
7
） 

斉
藤
豊
治
「
消
費
者
保
護
と
経
済
刑
法
」
現
代
刑
事
法
三
〇
号
二
八
頁
。

（
8
） 

浅
田
和
茂
「
判
例
八　

内
容
・
品
質
の
虚
偽
表
示
、
不
正
利
得
目
的
の
要
否
」（
佐
々
木
史
朗
編
）『
判
例
経
済
刑
法
大
系　

第
二
巻　

経
済

法
関
連
』（
二
〇
〇
一
年
）
七
六
頁
。

（
9
） 

例
え
ば
、
名
古
屋
地
判
昭
和
三
九
年
六
月
一
六
日
下
民
集
一
五
巻
六
号
一
四
二
六
頁
、
神
戸
地
姫
路
支
判
昭
和
四
三
年
二
月
八
日
判
タ
二
一

九
号
一
三
〇
頁
、
大
阪
地
判
平
成
一
七
年
五
月
二
六
日
判
時
一
九
一
八
号
八
九
頁
、
青
山
・
前
掲
書
（
注
六
）
四
八
頁
、
三
山
峻
司
（
小
野
昌

延
編
著
）『
新
・
注
解　

不
正
競
争
防
止
法
〔
新
版
〕』（
上
巻
）（
二
〇
〇
七
年
）
三
七
五
頁
。

（　

） 

神
戸
地
判
昭
和
六
二
年
三
月
二
五
日
判
時
一
二
三
九
号
一
三
四
頁
、
東
京
高
判
平
成
七
年
三
月
一
日
知
的
集
二
七
巻
一
号
一
七
一
頁
。

10
（　

） 

大
阪
地
判
平
成
一
六
年
一
月
二
九
日 L

E
X
/D
B

。

11
（　

） 

東
京
地
判
昭
和
五
九
年
一
月
一
八
日
判
時
一
一
〇
一
号
一
〇
九
頁
。

12
（　

） 

佐
久
間
修
（
小
野
昌
延
編
著
）『
新
・
注
解　

不
正
競
争
防
止
法
〔
新
版
〕』（
下
巻
）（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
三
五
頁
。

13
（　

） 

東
京
高
判
昭
和
四
九
年
七
月
二
九
日
刑
裁
月
報
六
巻
七
号
八
一
四
頁
。

14
（　

） 

神
戸
地
判
平
成
一
三
年
一
二
月
二
七
日 L

E
X
/D
B

。

15
（　

） 

経
済
産
業
省
経
済
産
業
政
策
局
知
的
財
産
政
策
室
編
著
『
一
問
一
答　

不
正
競
争
防
止
法
〔
平
成
一
七
年
改
正
版
〕』（
二
〇
〇
五
年
）
二
五

16

頁
。
な
お
、「
不
正
の
目
的
」
と
は
、「
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
」
ま
た
は
「
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
」
を
含
み
、
公
序
良
俗
ま
た
は
信

義
則
に
反
す
る
よ
う
な
目
的
を
い
う
の
に
対
し
て
、「
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
」
と
は
、「
自
己
を
含
む
特
定
の
者
の
利
益
を
不
正
に
得
る
目

的
」
を
い
う
（
同
書
一
〇
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
主
観
的
要
件
に
独
自
の
意
義
は
な
い
と
主
張
す
る
者
と
し
て
浅
田
「
判
例
七　

不
正

（
競
争
）
の
目
的
と
商
品
主
体
混
同
行
為
の
処
罰
目
的
」（
佐
々
木
史
朗
編
）・
前
掲
書
（
注
八
）
七
一
頁
、
山
口
厚
「
不
正
競
争
の
目
的
」『
判

例
不
正
競
業
法　

小
野
昌
延
先
生
還
暦
記
念
』（
一
九
九
二
年
）
五
三
四
頁
以
下
、
同
「
不
正
競
争
防
止
法
と
刑
事
罰
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
〇
五

号
三
六
頁
、
金
沢
良
雄
・
民
商
法
雑
誌
四
三
巻
五
号
一
六
五
頁
。
こ
れ
に
反
対
す
る
者
と
し
て
佐
久
間
・
前
掲
書
（
注
一
三
）
一
二
五
九
頁
、

小
野
『
不
正
競
争
防
止
法
概
説
』（
一
九
九
四
年
）
三
四
〇
頁
以
下
。

（　

） 

仙
台
地
判
平
成
一
五
年
七
月
一
七
日 L

E
X
/D
B

、
さ
い
た
ま
地
判
平
成
一
四
年
一
二
月
四
日 L

E
X
/D
B

。

17
（　

） 

札
幌
地
判
平
成
二
〇
年
三
月
一
九
日 L

E
X
/D
B

。

18
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（　

） 

東
京
高
判
昭
和
五
三
年
五
月
二
三
日
刑
裁
月
報
一
〇
巻
四
＝
五
号
八
五
七
頁
。

19
（　

） 

仙
台
地
判
平
成
九
年
三
月
二
七
日
判
タ
九
五
四
号
二
九
五
頁
。

20
（　

） 

京
藤
哲
久
「
消
費
者
保
護
と
刑
法
」『
岩
波
講
座　

現
代
の
法
六　

現
代
社
会
と
刑
事
法
』（
一
九
九
八
年
）
一
八
〇
頁
、
同
「
経
済
刑
法
に

21

お
け
る
詐
欺
罪
―
悪
徳
商
法
の
刑
法
的
規
制
と
詐
欺
罪
の
限
界
―
」
刑
雑
三
四
巻
二
号
一
六
六
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
長
井
教
授
は
、
契
約
締

結
者
間
の
情
報
格
差
の
是
正
こ
そ
が
決
定
的
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
長
井
圓
「
消
費
者
取
引
と
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
機
能
」
刑
雑
三
四

巻
二
号
一
四
〇
頁
）。

（　

） 

木
村
光
江
「
判
例
に
現
れ
た
詐
欺
罪
の
現
代
的
課
題
」
刑
雑
三
四
巻
二
号
一
一
五
頁
、
同
「
悪
徳
商
法
と
詐
欺
罪
の
成
否
」
法
律
の
ひ
ろ
ば

22

四
二
巻
七
号
三
六
頁
、
福
田
平
（
団
藤
重
光
編
）『
注
釈
刑
法
�
』（
一
九
六
六
年
）
一
八
一
頁
、
藤
木
英
雄
『
経
済
取
引
と
犯
罪
―
詐
欺
、
横

領
、
背
任
を
中
心
と
し
て
―
』（
一
九
六
五
年
）
一
〇
頁
。
な
お
、
中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論
（
第
二
版
）』（
一
九
九
六
年
）
一
四
五
頁
も
参
照
。

（　

） 

公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
取
引
課
編
『
正
し
い
表
示
と
広
告
』（
一
九
六
一
年
）
三
九
頁
。
な
お
、
悪
徳
商
法
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
詐
欺
罪

23

適
用
の
困
難
さ
に
つ
い
て
平
川
宗
信
『
刑
法
各
論
』（
一
九
九
五
年
）
四
一
六
頁
も
参
照
。

（　

） 

例
え
ば
、
中
山
研
一
「
経
済
犯
罪
の
諸
相
」
犯
罪
と
刑
罰
八
号
七
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
長
井
教
授
は
、
消
費
取
引
に
お
い
て
対
等
性
が
浸

24

食
さ
れ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
刑
事
規
制
の
補
充
性
は
「
神
話
」
に
等
し
い
と
主
張
さ
れ
、
刑
法
に
よ
る
積
極
的
な
消
費
者
保
護
を
提
唱
さ

れ
て
い
る
（
長
井
・
前
掲
論
文
〔
注
二
一
〕
一
四
二
頁
、
一
四
四
頁
以
下
）。

（　

） 

こ
れ
に
関
し
て
詳
し
く
分
析
し
た
も
の
と
し
て
足
立
友
子
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
欺
罔
行
為
に
つ
い
て
�
―
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
と
欺
罔
概
念

25

の
再
構
成
―
」
法
政
論
集
二
〇
八
号
一
〇
六
頁
以
下
参
照
。

（　

） 

林
幹
人
『
刑
法
の
現
代
的
課
題
』（
一
九
九
一
年
）
一
七
〇
頁
。
同
旨
、
木
村
光
江
『
詐
欺
罪
の
研
究
』（
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
四
頁
、
長
井
・

26

前
掲
論
文
（
注
二
一
）
一
五
〇
頁
以
下
。

（　

） 

山
口
厚
『
刑
法
各
論
（
補
訂
版
）』（
二
〇
〇
五
年
）
二
五
〇
頁
、H

efen
d
eh
l,
M
�nchener

K
om
m
entar

zum
Strafgesetzbuch,B

and4,

27

2006,S,32.

（　

） 

Jak
ob
s,
Z
um
B
egriff

des
D
elikts

gegen
die
P
erson,in:B

ernsm
ann
/
U
lsenheim

er
(H
rsg.),B

ochum
er
B
eitr�ge

zu
aktuellen

28

Strafrechtsthem
en,2003,S.70.  

同
旨 P

aw
lik
,
D
as
unerlaubte

V
erhalten

beim
B
etrug,1999,S.73ff.:R

echt
auf
W
ahrheit

（
真

実
へ
の
権
利
）；

 
川
口
浩
一
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
欺
罔
行
為
の
意
義
―
そ
の
理
論
的
基
礎
―
」
姫
路
法
学
三
八
号
二
二
頁
以
下
。
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（　

） 

Jak
ob
s,
a.a.O

.(A
nm
.27),S.78.

29
（　

） 

例
え
ば
、
斉
藤
・
前
掲
論
文
（
注
七
）。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば E

b
ert
-W
eid
en
feller,

A
bschnitt

3
Straftatbest�nde

30
des
U
W
G
,in:A

chenbach/R
ansiek

(H
rsg.),H

andbuch
W
irtschaftsstrafresh

t,2.A
ufl.,2008,S.136; D

an
n
eck
er,
E
influ�

des

E
G
-R
echts

auf
den
strafrechtlichen

T
�uschungsschutz

im
L
ebensm

ittelrecht,W
iV
erw

1996,S.198.   
行
政
犯
と
の
関
係
で
あ
る

が
、
小
林
敬
和
『
経
済
刑
法
の
理
論
と
現
実
』（
一
九
九
一
年
）
一
八
一
頁
（
も
っ
と
も
、
一
三
八
頁
で
は
牽
連
関
係
を
主
張
さ
れ
て
い
る
）、

福
田
平
『
行
政
刑
法
〔
新
版
〕』（
一
九
七
八
年
）
二
三
八
頁
、
大
判
昭
和
八
年
二
月
一
五
日
刑
集
一
二
巻
一
二
六
頁
、
大
判
昭
和
一
八
年
四
月

二
三
日
刑
集
二
二
巻
一
〇
三
頁
、
大
判
昭
和
一
九
年
四
月
二
六
日
刑
集
二
三
巻
七
三
頁
。

 

な
お
、
斉
藤
教
授
は
一
般
消
費
者
を
「
不
特
定
多
数
の
顧
客
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
白
石
教
授
は
、「
一
般
消
費
者
と
は
…
漠

然
と
し
た
俗
語
と
し
て
の
一
般
消
費
者
で
は
な
く
、
当
該
商
品
役
務
を
購
入
す
る
よ
う
な
人
た
ち
と
い
う
意
味
で
、
限
定
さ
れ
た
層
の
一
般
消

費
者
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
白
石
忠
志
『
独
占
禁
止
法
』〔
二
〇
〇
六
年
〕
一
七
二
頁
）。

（　

） 

神
例
康
博
「
特
定
商
取
引
法
違
反
の
罪
と
消
費
者
保
護
―
重
要
事
項
不
告
知
・
不
実
告
知
罪
を
中
心
に
―
」（
斉
藤
豊
治
・
日
�
義
博
・
甲
斐

31

克
則
・
大
塚
裕
史
編
）『
神
山
敏
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集　

第
二
巻　

経
済
刑
法
』（
二
〇
〇
六
年
）
一
九
一
頁
。
同
旨
木
村
「
経
済
刑
法
と

消
費
者
の
保
護
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
四
四
巻
二
号
五
七
頁
。

（　

） 

H
ellm

an
n
/
B
eck
em
p
er,
W
irtsch

aftsstrafrech
t,2004,S

.153; T
�b
b
en
s,
D
ie
S
traftaten

n
ach
d
em
G
esetz

g
eg
en
d
en

32

unlauteren
W
ettbew

erb
(§§
16－

19
U
W
G
),W
R
P
2005,553; A

lex
an
d
er,
D
ie
strafb

are
W
erbu

ng
in
der
U
W
G
-R
eform

,W
R
P

2004,410;  
斉
藤
・
前
掲
論
文
（
注
七
）
二
九
頁
。

﹇
付
記
﹈

　

脱
稿
後
、
消
費
者
庁
に
関
し
、
政
府
は
二
〇
〇
八
年
秋
の
臨
時
国
会
に
関
連
法
案
を
提
出
し
、
二
〇
〇
九
年
度
設
立
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
報
道
さ
れ
た
。
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